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○新見公立大学教育研究活動等の点検及び評価に関する実施要領 

令和３年４月１日 

要領第８号 

（目的） 

１ この要領は、公立大学法人新見公立大学常任委員会規程（平成22年規程第８号）第２

条別表に定める、評価・将来構想委員会の所管事項「自己点検・評価」の実施方法等につ

いて定める。 

（評価の基本的な視点） 

２ 評価に当たっては、新見公立大学自己点検・評価規程（令和５年規程第142号）第３条

に規定する基本方針に留意しつつ、下記の視点に立ち、新見公立大学（以下「本学」とい

う。）の理念及び目的に基づき定めている大学運営、学位授与、教育課程の編成・実施、

入学者の受入れ等の方針に沿っているかを確認する。 

ア 本学の教育研究の質を保証すること。 

イ 本学の教育研究の水準の向上に資すること。 

ウ 本学の教育研究の特色の進展に資すること。 

エ 本学の教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みの実質化を促すこと。 

（評価事項・評価基準） 

３ 評価事項及び評価基準は次のとおりとする。 

(1) 法令の適合性に関する事項（文部科学省令（令和元年文部科学省令第28号）に定め

る認証評価機関が評価すべきとしている事項） 

ア 法令適合性を保証する観点で次の事項について評価する。 

① 教育研究上の基本となる組織に関すること。 

② 教員組織に関すること。 

③ 教育課程に関すること。 

④ 施設及び設備に関すること。 

⑤ 事務組織に関すること。 

⑥ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の

受入れに関する方針に関すること。 

⑦ 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。 

⑧ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。 

⑨ 財務に関すること。 
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⑩ ①から⑨までに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。 

（評価基準１） 

上記の各事項の評価基準は別紙１のとおりとする。 

(2) 教育研究の水準の向上に関する事項 

本学が実施する教育研究のうち、特に教育研究の水準の向上に資すると考えられる事

例を抽出し評価する。 

（評価基準２） 

情報を体系的、継続的に収集、分析するなど、教育研究の水準の向上に資するた

めに必要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機能しているかを

資料、データで確認する。 

(3) 特色ある教育研究の進展に関する事項 

本学が実施する教育研究のうち、特色ある教育研究の進展に資すると考えられる事例

を抽出し評価する。 

（評価基準３） 

特色ある教育研究の進展に資するために必要な取組みを大学が組織的に行って

おり、その取組みが効果的に機能しているか資料、データで確認する。 

（評価の種類） 

４ 本学が行う評価の種類は次のとおりとする。 

(1) 教育研究等の進捗評価 

教育研究活動等の改善を継続的に行っているかを毎年評価する。 

(2) 教育研究等の自己点検・評価 

認証評価有効期間中に教育研究活動等の現状（実施状況）を評価する。 

（教育研究等の進捗評価） 

５ 教育研究等の進捗評価は、次のとおり実施する。 

(1) 評価事項 

ア 第３項第１号に記載する事項（関係する法令等に対応する関連資料の評価は除く。） 

イ 教育研究の水準の向上に関する事項 

ウ 特色ある教育研究の進展に関する事項 

(2) 実施時期 

毎年６月頃に実施 

(3) 評価の方法 
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中期目標・中期計画に基づく年度計画の業務実績報告等を用いて自己点検シート（別

紙２）を作成し、改善を継続的に行っているかを評価する。 

(4) アンケート調査・意見聴取 

学生等に行ったアンケート調査等を活用する。 

(5) 評価結果 

評価結果は、学長へ提出し、評価・将来構想委員会の審議を経て評価を確定する。 

確定した評価結果は、当該業務の担当者へ通知し、必要があれば改善を促す。また、

改善を要する事項は次年度の年度計画へ反映させる。 

(6) 公表 

確定した評価結果は、「教育研究等の進捗評価の結果」としてホームページ等に掲載

する。 

（教育研究等の自己点検・評価） 

６ 教育研究等の自己点検・評価は、認証評価を受審する前々年度に次のとおり実施する。 

(1) 評価事項 

ア 第３項第１号に記載する事項 

（関係する法令等に対応する関連資料の評価を含む。） 

イ 教育研究の水準の向上に関する事項 

ウ 特色ある教育研究の進展に関する事項 

(2) 自己点検・評価書 

第５項の教育研究等の進捗評価の結果、本学の中期目標・中期計画についての評価結

果等を参考に、教育研究等の自己点検・評価を実施し、自己点検・評価書を作成する。 

(3) 第三者評価 

教育研究等の自己点検・評価について客観性を担保するため、必要に応じ、第三者評

価を実施する。 

(4) 評価等の実施時期 

ア ４月～５月 関係する法令等に対応する関連資料の評価 

イ ４月～10月 自己点検・評価 

ウ 10月～12月 自己点検・評価書を作成 

注：第三者評価を実施する場合は当該年度の１月～２月に実施する。 

(5) 評価結果 

評価結果（自己点検・評価書）は学長へ提出し、評価・将来構想委員会の審議を経て
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評価を確定する。 

確定した評価結果は、当該業務の担当者へ通知し、必要があれば改善を促す。また、

改善を要する事項は次年度の年度計画へ反映させる。 

(6) 公表 

自己点検・評価書及び評価結果に基づく改善の取組状況をホームページ等に掲載する。 

（認証評価） 

７ 認証評価に当たっては、前２項の評価結果等を参考に、認証評価機関が定める点検評価

ポートフォリオ等を作成し提出する。 

（事務） 

８ 事務 

教育研究活動等の点検及び評価に関する事務は、総務課が所掌する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年８月１日要領第８号） 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月１日要領第８号） 

この要領は、令和４年12月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日要領第８号） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
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別紙１ 

別紙２ 

 


